
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱 

第
一　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

地
方
公
務
員
に
つ
い
て
、
部
分
休
業
制
度
に
お
い
て
一
年
に
つ
き
条
例
で
定
め
る
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
一
日
の
勤

務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
非
常
勤
職
員
に
係
る
部
分

 

休
業
の
対
象
と
な
る
子
の
年
齢
を
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
関
係
）

 

第
二　

施
行
期
日
等

一　

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定

 

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

 

二　

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。


